
桐
生
厚
生
総
合
病
院

平
成
28
年
度
　
職
員
採
用
試
験

の
場
合
は
７
月
29
日
（
金
）
ま
で

の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

　
申
込
用
紙
は
７
月
１
日
（
金
）

か
ら
桐
生
厚
生
総
合
病
院
総
務
課

で
配
布
す
る
ほ
か
、
同
病
院
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
有
り
ま
す
。

病
院
見
学
を
随
時
受
け
付
け
ま
す

　
希
望
す
る
人
は
、
事
前
に
桐
生

厚
生
総
合
病
院
２
階
の
総
務
課

（
☎
44
７
１
６
３
）
又
は
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
（
☎
44
７
１
５

４
）
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
厚
生

総
合
病
院
総
務
課
人
事
係
（
☎

44
７
１
６
３
）
へ
。

職
種
・
採
用
予
定
人
数

▼
理
学
療
法
士
＝
若
干
人

▼
歯
科
衛
生
士
＝
１
人
程
度

受
験
資
格

年
齢
要
件
＝
昭
和
62
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
人

資
格
要
件
＝
当
該
職
種
の
資
格

（
免
許
）
を
持
つ
人

試
験
期
日
・
内
容
＝
面
接
試
験
な

ど
を
８
月
中
に
予
定

申
し
込
み
＝
７
月
29
日
（
金
）
ま

で
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）
の

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の

間
に
直
接
又
は
郵
送
で
桐
生
厚
生

総
合
病
院
２
階
の
総
務
課
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
郵
送

　市内の企業に多額の発注をして、市の
産業振興に貢献した企業に対して、感謝
状を贈呈しています。
　対象は、市外の企業で、次のいずれか
に該当する企業です。
①市内の１企業に対する年間発注額が
5 , 000万円以上で、その企業の年間受
注額の50パーセント以上を占める企業
②市内の１企業への年間発注額が合計
１億円以上の企業

貢献企業の決定及び贈呈式

　感謝状を贈呈する企業は、市内の企業
からの推薦に基づいて８月中に審査し、
決定します。44回目となる今年の贈呈
式は、10月14日（金）に行う予定です。
　貢献企業の推薦は、７月31日（日）
までに、所定の推薦用紙に必要事項を記
入し、直接又は郵送で産業政策課（市
役所３階、〒376 ‐ 8501桐生市役所）、
又は新里・黒保根支所地域振興整備課に
提出してください。推薦用紙は産業政策
課のほか、市ホームページに有ります。
　問い合わせは、産業政策課工業労政係
（☎内線564）へ。

産業振興貢献企業
御推薦ください

　
桐
生
市
土
地
開
発
公
社
で
は
、

川
内
町
一
丁
目
の
宅
地
２
区
画
を

先
着
順
で
随
時
販
売
し
て
い
ま
す
。

販
売
場
所
・
面
積
・
販
売
価
格

③
川
内
町
一
丁
目
31
‐
８

　
２
８
２
・
71
平
方
メ
ー
ト
ル

　
６
５
０
万
２
３
３
０
円

④
川
内
町
一
丁
目
31
‐
９

　
２
８
１
・
17
平
方
メ
ー
ト
ル

　
６
３
８
万
２
５
５
９
円

対
象
＝
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た

す
人
で
す
。

・
御
自
身
又
は
三
親
等
以
内
の
親

族
が
居
住
す
る
住
宅
を
、
購
入
後

３
年
以
内
に
建
築
し
、
生
活
の
本

拠
と
す
る
人

・
代
金
全
額
を
指
定
す
る
期
日
ま

で
に
支
払
い
で
き
る
人

　
な
お
、す
で
に
宅
地
を
所
有
し
て

い
る
人
も
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

購
入
者
に
対
す
る
支
援

　
こ
の
宅
地
に
関
し
て
は
、
次
の

住
宅
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
子
育
て
支
援

　
中
学
生
以
下
の
子
が
居
住
す
る

子
育
て
世
帯
に
対
し
、
20
万
円
を

支
給
し
ま
す
。

○
市
外
か
ら
の
転
入
者
支
援

　
市
外
か
ら
の
転
入
世
帯
に
対
し
、

15
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

○
建
設
奨
励
金

　
販
売
価
格
の
５
パ
ー
セ
ン
ト
相

当
を
建
設
奨
励
金
と
し
て
支
給
し

ま
す
。
こ
の
奨
励
金
の
該
当
に
な

る
人
は
次
の
全
て
の
条
件
に
該
当

す
る
人
で
す
。

・
売
買
契
約
締
結
の
日
か
ら
３
年

以
内
に
住
宅
を
建
築
す
る
人

・
群
馬
県
産
又
は
桐
生
市
産
の
木

材
を
構
造
材
（
土
台
・
柱
・
梁
）

と
し
て
50
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
使
用

し
た
住
宅
を
建
築
す
る
人

・
市
内
の
建
築
業
者
（
工
務
店
）

に
請
け
負
わ
せ
、
市
内
の
材
木
店

か
ら
構
造
材
を
取
得
し
て
住
宅
を

建
築
す
る
人

申
し
込
み
＝
桐
生
市
土
地
開
発
公

社（
市
役
所
５
階
、都
市
計
画
課
内
）

へ
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
込
用
紙
と
案
内
書
は
、
同
公

社
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

有
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
市
土
地

開
発
公
社
（
☎
内
線
７
８
４
）
へ
。

住
宅
取
得
応
援
事
業

補
助
金
も
活
用
で
き
ま
す

　
こ
の
宅
地
を
購
入
し
、
住
宅
を

建
築
す
る
際
に
は
、
住
宅
取
得
費

用
の
一
部
を
補
助
す
る
「
桐
生
市

住
宅
取
得
応
援
事
業
補
助
金
」
も

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

是
非
、
御
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
は
平
成
29
年
３
月

31
日
（
金
）
ま
で
で
す
。

補
助
金
額
＝
基
本
補
助
（
最
大

50
万
円
）
に
加
算
補
助
条
件
を
あ

わ
せ
て
最
大
２
０
０
万
円

　
問
い
合
わ
せ
は
、
建
築
住
宅
課

住
宅
係
（
☎
内
線
６
３
２
・
６
３

３
）
へ
。

川
内
町
一
丁
目
宅
地

残
り
２
区
画
を
先
着
順
で
販
売

平
成
28
年
９
月
１
日
以
降
平
成
28
年
度
中
に
採
用

③④

販売
済み

販売
済み

販売
済み

販売
済み

みどり市
大間々町

市街地

川内町一丁目
　 交差点

9 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111


